別記第21号様式（第18条関係）
事　業　内　容　調　書　（２）
（空調設備稼働状況集計表）
施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空調設備の系等：
	月
	換気設備のみ
	温度保持設備
	除湿設備
	計
	総授業時
間、総教
育時間又
は総保育
時間
	月初めの
電力量計
の数値


	月初めの
ガスメ－
タ－の数
値


	
	稼働日数
	稼働時間
	稼働日数
	稼働時間
	稼働日数
	稼働時間
	稼働日数
	稼働時間
	
	
	

	4
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	5
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	6
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	7
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	8
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	9
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	10
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	11
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	12
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	1
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	2
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	3
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	

	計
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	日
	時間
	時間
	
	


注：１　施設の空調設備の系統別に作成すること。
　　２　稼働日数は各月の空調設備を稼働した日数を、稼働時間は各月の空調設備を稼働した総時間数（小数点以下を切捨て）を別紙稼働日誌に基づき、それぞれ記入すること。ただし、補助金等交付申請時以降の各月の稼働設備、温度保持設備及び除湿設備の稼働日誌及び稼働時間については、原則として前年の同月の実績日数及び実績時間とすること。なお、空調設備専用の電力量計が設置されており、稼働時間帯及び稼働時間を確認し得る場合には、稼働日誌を省略することができる。
　　３　各月の総授業時間（各月の総授業時数（小学校にあっては、第六学年の総授業時数とする。）に1単位時間を乗じたもの）、総教育時間又は総保育時間は、各月の総実授業時間、総実教育時間又は総実保育時間とし、単位は時間（小数点以下を切捨て）とすること。ただし、補助金等交付申請時以降の各月の総授業時間、総教育時間又は総保育時間については、原則として前年の同月の実績時間とすること。
　　４　月初めの電力量計（空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。）の数値は、整数とすること。なお、毎月1日又はこれに続く日が休業日の場合は、休業日の翌日における数値とすること。
　　５　吸収冷凍機又は吸収冷温水機の燃料が油の場合は、月初めのガスメーターの数値の項に使用量を記入すること。



（別紙）

稼　　　　働　　　　日　　　　誌

１　施　設　名：
２　稼働年月日：令和　　年　　月　　日　　曜日
３　稼働責任者：　　　（職名）
４　稼働記録表

	空調設備の
系統
	稼働した空調設備
	稼　働　時　間　帯
	稼　働　時　間

	
	換　気　設　備　の　み

温度保持設備（暖房）

除湿設備（冷房）
	：　　～　　：

：　　～　　：

：　　～　　：
	時間　　分

時間　　分

時間　　分

	
	換　気　設　備　の　み

温度保持設備（暖房）

除湿設備（冷房）
	：　　～　　：

：　　～　　：

：　　～　　：
	時間　　分

時間　　分

時間　　分

	
	換　気　設　備　の　み

温度保持設備（暖房）

除湿設備（冷房）
	：　　～　　：

：　　～　　：

：　　～　　：
	時間　　分

時間　　分

時間　　分




５　毎月１日の電力量計の数値：
　注：１　空調設備を稼働させなかった日については、日誌は不要とする。ただし、毎月１日（当日又はこれに続く日が休養日の場合は、休養日の翌日とする。）には、４の稼働記録表を除き記入すること。
　　　２　空調設備の系統数に応じ、欄を増減すること。
　　　３　稼働時間帯は、稼働させた時間帯ごとに、稼働開始の時刻及び稼働停止の時刻をそれぞれ分単位まで記入すること。
　　　４　稼働時間は、稼働させた設備ごとに、１日の稼働時間をそれぞれ分単位まで記入すること。
　　　５　電力量計は、当該施設の電力量計とするが、空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。
　　　６　稼働日誌は、原則として、翌年度の３月３１日まで備えおくこと。
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